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規定に基づき、市長から提出された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の

基礎となる事項を記載した書類について審査した結果、次のとおり意見を付します。

同

山 本 み ち よ

令 和 元 年 8 月 22 日

立 川 市 監 査 委 員

同
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財政再生基準（％）

           20.00

           30.00

           35.0

至 令和 元年 8月 22 日

審 査 に 付 さ れ た 健 全 化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 は 、

平成30年度（％） 平成29年度（％）

事 項 を 記 載 し た 書 類 が 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 等 関 係 法 令 の 規 定

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる

平 成 30 年 度 立 川 市 財 政 健 全 化 審 査 意 見 書

審 査 の 概 要

（１） 審査の期間

（２） 審査の対象

自 令和 元年 6月 4日

に 準 拠 し 、 適 正 に 作 成 さ れ て い る か を 主 眼 と し て 実 施 し た 。

審 査 の 結 果

い ず れ も 関 係 法 令 の 規 定 に 準 拠 し て 適 正 に 作 成 さ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。

平成30年度　 実質赤字比率

平成30年度 　連結実質赤字比率

平成30年度　 実質公債費比率

平成30年度　 将来負担比率

（３） 審査の方法

2.8

健全化判断指標 増減 早期健全化基準（％）

実 質 赤 字 比 率 ― ― 11.44

2.5

(注）

25.0 

連結実質赤字比率 ― ― 16.44

実質公債費比率

将 来 負 担 比 率 ― ― 350.0   

福 祉 、 教 育 、 まち づ く り等 を 行 う地 方 公 共 団 体 の 一 般 会 計 等 の 赤 字 の程 度 を

指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。

数値について、前年度と比較すると、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率は

で前年度は（-11.51）、将来負担比率は、（-37.6）で前年度は（-29.3）である。

健全化判断比率4指標のいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければ

２ 早期健全化基準は、地方公共団体の財政の状況が改善努力を要するかどうかを判断する基準である。

なお、実際の数値は、実質赤字比率が、（-9.18）で前年度は（-9.49）、連結実質赤字比率は、（-10.55）

0.3

＊ 連結実質赤字比率 ： すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を

＊ 実 質 赤 字 比 率 ：

１ 表中の「－」は、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担がないことを表している。なお、

「０」と表示しないのは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率ともにマイナス比率（実質収支

の黒字等）となるためである。増減欄は、各年度に数値があり、数値比較可の場合のみ表示する。

な らな い と 規 定 され て い る。

程度を示すもの。

＊ 将 来 負 担 比 率 ： 地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある

負担等の現時点での残高を指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。

前年度と同様にマイナス比率で、実質公債費比率は0.3ポイント増加している。

指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの。

＊ 実 質 公 債 費 比 率 ： 借入金（地方債）の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの
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平成30年度（％） 平成29年度（％）

特別会計下水道事業
― ―

資 金 不 足 比 率

公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画を定めな

ければならないと規定されている。

と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。

数 値 に つ い て は 、 前 年 度 と 同 様 に マ イ ナ ス 比 率 で あ る 。

(注）

な お 、 実 際 の 数 値 は 、 （ -2.03 ） で前 年度 は（ -0.27 ） であ る。

のは、公営企業会計の資金不足比率がマイナス比率（資金剰余）となるためである。

表中の「－」は、公営企業会計は資金不足がないことを表している。なお、「０」と表示 しない

経営健全化基準は、公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値である。

記 載 し た 書 類 は 、 い ず れ も 関 係 法 令 の 規 定 に 準 拠 し て 適 正 に 作 成 さ れ て い る

経営健全化基準（％）

平成30年度　特別会計下水道事業資金不足比率

（３） 審査の方法

この公営企業会計資金不足比率審査は、市長から提出された審査対象の資金

不 足 比 率 及 び 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 が 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政

の 健 全 化 に 関 す る 法 律 等 関 係 法 令 の 規 定 に 準 拠 し 、 適 正 に 作 成 さ れ て い る か

を 主 眼 と し て 実 施 し た 。

審査に付された公営企業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

資 金 不 足 比 率

＊資金不足比率 ： 公営企業の資金不足を、公営企業の 事業規模であ る料金収入の 規模

平成30年度 立川市公営企業会計資金不足比率審査意見書

審 査 の概 要

（１） 審査の期間

自 令和元年 6月 4日

至 令和元年 8月 22日

（２） 審査の対象

と 認 め ら れ た 。

審 査 の結 果

20.00
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